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研究成果の概要（和文）：本研究は、二国間経済連携協定（EPA）に基づく外国人看護師・介護福祉士の受入れ
に関する日本社会における課題を、横断的・縦断的研究手法を用いて明らかにした。学際的な背景を持つ研究分
担者らが行った研究は、5年間の助成期間中に40本の論文と92本の学会発表に代表される。主たる成果は、EPA看
護師・介護福祉士の社会的人口学的特徴の推移に関する研究、受入れ病院・施設側の抱える問題に対する経済学
的社会学的研究、外国人看護師・介護福祉士らの日本の国家試験の合格の蓋然性に影響しうる看護学的研究、外
国人看護師・介護福祉士らの精神的健康に影響する公衆衛生学的研究等がある。

研究成果の概要（英文）：This research project studied the challenges and prospects of the nurses and
 care workers who entered Japan under the bilateral economic partnership agreements (EPAs). The 
research team comprised different specialists, so as to approach the issue of nurses and care 
workers in a multidisciplinary manner. The team have made substantial achievements, with more than 
40 articles and 92 presentations throughout the 5-year period. The team's work has contributed to 
the Japanese society, which attempts to receive more migrant workers in the next decade, by 
presenting the following findings: 1) the transition of the socio-demographic characteristics of 
nurses and care workers who entered Japan under the EPAs; 2) the issues of hospitals/care facilities
 through economic analytic framework; 3) the likelihood of the passing rate of the national board 
examination that the nurses/care workers must overcome, and 4) the factors that predict the state of
 mental health of the nurses and care workers. 

研究分野： 保健医療社会学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の意義は、EPAに基づく看護師・介護福祉士の日本での受入れの実態を、外国人の立場からのみならず、
受入れ病院・施設の観点から複層的にとらえることを目標に、定性的・定量的データを用いて把握したところに
ある。また比較的長期にわたる助成期間を活かし、横断的研究のみならず縦断的研究も行った。さらには研究班
のメンバーの学際的特徴を生かし、社会学、経済学、看護学、公衆衛生学等の多方面から、包括的にデータを収
集し、解釈を行った。
これらのことを通して、日本における今後の医療福祉人材の受入れのための施策提言に貢献しうる基礎的なデー
タを収集することができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 

二国間経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士らの受入れが始まったのは、2008
年であるが、当初は、主として移民政策に関心の高い社会科学研究者を中心に、記述的探索的
研究が多くなされた。また受入れが始まってまもなくの頃は、縦断的研究も限られていた。ま
た統計的に実証されたエビデンスによってデータを補完する triangulation もあまり行われて
いなかった。このため、しばしば特殊なケースを取り上げて一般化したり、欧米の移民理論を
無批判に日本に当てはめることなどが起きた。 
 
２．研究の目的 
 

本研究は、EPA に基づく看護師・介護福祉士の日本での受入れの実態を、外国人の立場から
のみならず、受入れ病院・施設の観点から複層的にとらえることを目標に、定性的・定量的デ
ータを用いて把握した。研究デザインとしては、横断的研究のみならず縦断的研究を採用し、
現象の推移や変化を長期的に把握することに努めた。これらの研究手法によって得られたデー
タは、社会科学のみならず、看護学、公衆衛生学等の学際領域から接近した。これらのことを
通して、EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士の日本での受入れの実態を、包括的にとらえ、
日本における今後の医療福祉人材の受入れのための施策提言に貢献しうる基礎的なデータの収
集を試る。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、EPA 看護師・介護福祉士らを取り巻く複層的な社会関係を学際的に接近するため、
複数の研究プロジェクトを平行して実施した。それらのプロジェクトはそれぞれの専門に応じ
て研究分担者に割り振られ、調査の立案、実施が行われた。各調査は、研究分担者あるいは研
究代表者（平野）のいずれかの所属機関において倫理審査を受け、許可されてから実施してい
る。 
 
４．研究成果 
 
（１） 来日する EPA 候補者の変化 

 
EPA 候補者の最も主要な来日動機としては、フィリピンは、第一陣より「家族を支援するた

め」が選ばれているが、最近ではそれ以外の理由「キャリアアップのため」「日本の高度先端技
術を勉強したい」も首位に上がる傾向にある。これは出稼ぎ立国フィリピンの昨今の経済発展
の現状を反映していると思われ、「海外出稼ぎ」の傾向が変わってきたことを示している。 

一方、インドネシア並びにベトナムにおいては、最も主要な来日動機は当初は「キャリアア
ップのため」であったが、最近では「家族を経済的に支援するため」も高くなる傾向にある。
このことから、ステップアップの手段として日本を選ぶ傾向から、経済的出稼ぎへのシフトが
起こっていることが想定される。 

日本語能力については、当初より N3 を入国要件とするベトナムにおいては、他の二か国よ
りも客観的評価（日本語能力試験のレベル）が高い。一方、当初は来日前日本語研修がなかっ
たインドネシアとフィリピンにおいては、来日前研修を行うことで、主観的にも日本語能力が
向上したことが見て取れる（Table 1）。なお、EPA にエントリーする前に、すでに出身国にお
いて日本語の勉強を始めている者も増加ししつつある。 

 
（２） 受入れ病院・施設の葛藤とその背景 

 
外国人看護師を受入れる病院、外国人介護職を受入れる介護施設は、当初職場の活性化を期

待したり国際交流に貢献しながら、外国人人材に対する「様子見」をしていたことが指摘され
ている（小川ら、2010）。しかし、その後本研究では、外国人看護師を受入れる病院は、国家
試験の指導という看護師業務とは異なる仕事を抱えて「心理的負担」を感じていた（Hirano et 
al., 2016）。一方、介護施設は、経済的に採算が取れれば今後も継続して外国人介護職を雇用す

Your Japanese language proficiency at this
moment (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Advanced (can communicate with the native
speakers without any difficulties)

0.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Intermediate (no difficulty with simple daily
conversation but has some difficulty with
complicated conversation)

17.5 26.2 25.6 24.6 16.0 15.0 5.4

Elementary (simply daily conversation) 64.6 63.3 51.2 56.3 63.9 45.0 28.5
Beginner (can do greetings & answer
questions about oneself)

17.2 10.5 22.5 19.1 20.1 40.0 65.4

Table 1  Transition of self-rated Japanese profeciencies of JPEPA candidates prior to enter



る計画を立てている等、外国人看護師を受入れる病院よりもはっきりしたビジネスモデルが定
着しやすいことが明らかになった（Tsubota et al.,2015）。このことは、単純労働力として外国
人人材を考えた場合、コストパフォーマンスが高いのは後者の方であることを示している。 
 
（３） 国家試験の合格に影響する要因 

 
 前述のように、国家試験の合否は、受入れ病院・施設にとって大きな関心ごとである。国家
試験の合格率に関しては、日本語能力がカギを握る、というのが関係者の間で一般的に語られ
る。では、日本語能力の影響を除去した場合（母国語で日本の国家試験を解いた場合）、どれく

らい正答するのだろうか。 
Table 2 はベトナム人候補者（来
日前・日本語研修開始後 8 か月
目）が日本の国家試験をベトナム
語に翻訳したものを、日本の国家
試験と同条件下で実施した時の
正答率である。分野によって正答
率が異なり、母子・小児看護領域
は比較的正答率が高いことが明
らかになった。逆に成人・在宅看
護領域は正答率が低い。これは現
在のベトナムの医療や来院患者
の特性にも関係があるであろう。

なお、何度も過去問題を見たことがあるものは、合格の蓋然性が高いことが、フィリピン人看
護師候補者を対象とした研究でも明らかにされている（Kawaguchi et al., 2012）。 

本研究開始以降、ベトナム人看護師・介護福祉士が入国し（2014 年）、受入れ初年度から国
家試験の合格率が他の先発 2 カ国の追随を許さない状況になっている。これは、ベトナム人看
護師らは、当初は決して高くはない国家試験の正答率を、基礎的な日本語能力を生かして何度
も過去問題を解くなどした結果、高い点数を獲得することができたからと考えられる。 
 
（４） 日本での適応に関する現状とその背景 
  

EPA 看護師・介護福祉士らの適応度合いは、入国時の EPA のコース（看護師または介護福
祉士）によって、来日後の適応度合いが変わってくることが明らかになった。Table3 は、イン
ドネシア人看護師・介護福祉士の来日一年後には、精神的健康度を規定する要因構造を表した
ものである。看護師においては、疲労度、社会的適応度、社会的支援が有意に精神的健康度を
規定していたが、介護福祉士においては、現在の経済状況、現在の仕事に関する不満等が加わ
る。これは、看護師の業務が母国のそれと共通しているため過度な期待を抱くことが少ないの
に対し、介護職は母国では存在しない福祉職であることから、後者において、まったく新しい
仕事に関する様々な不満が、精神的健康度に影響していることが考えられた。 
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